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１.立地適正化計画策定の必要性・目的

（１） 立地適正化計画とは 

現在、多くの地方都市では、急速な人口減少や少子高齢化に直面しています。また、住宅や店舗

などの郊外立地が進んだ結果、市街地が拡散し、低密度な市街地を形成しています。今後、人口減

少や少子高齢化がさらに進むと、拡散した居住者の生活を支える医療・福祉・商業などの生活サー

ビス施設や公共交通の維持が困難になるおそれがあります。 

このため、2014 年（平成 26 年）に都市再生特別措置法（平成 14 年法律第 22 号）が改正さ

れ、人口減少や少子高齢化の現状を踏まえ、市町村がコンパクトなまちづくりを推進するための「立

地適正化計画」を作成することができるようになりました。 

「立地適正化計画」は、都市全体の構造を見直し、生活サービス施設や住居等がまとまって立地

するよう土地利用の誘導を行い、安心できる健康で快適な生活環境の実現を目指すものです。 

今までの都市計画は主に規制や制限を行うものでしたが、本計画は土地利用の誘導を行っていく

計画で、市町村が定める都市計画マスタープランの高度化版として位置づけられています。 

立地適正化計画 

図 立地適正化計画の全体像 

現 状 
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まちづくりの主要課題（抜粋） 
（１） 生活・環境 

・市全体の防災力の向上 
・安全・安心な環境づくり など 

（２） 健康・福祉 

・保健・医療・福祉の連携 
・安心して子どもを産み、安心して育てていく

ことのできるより良い環境をつくる など 

（３） 産業・観光 

・商店街の空洞化、企業誘致 
・農地の集約化や遊休農地の有効活用 
・観光資源の魅力向上 など 

（４） 都市基盤 

・持続可能なまちづくりへの転換と緑豊かな自
然を生かした魅力ある都市の創造 

・都市機能を集約し、安全に安心して生活でき
る市街地の形成 

・交通の利便性と安全性を確保 

（５） 教育・文化 

（６） 行財政 

・人口減少社会に対応した行政運営 
・公共施設等の 適な配置 など 

（２） 藤岡市立地適正化計画策定の必要性 

上位計画である「第 5 次藤岡市総合計画」や「藤岡市まち・ひと・しごと創生総合戦略」におい

ても、人口減少や少子高齢化は重要な課題とされています。 

「第 5 次藤岡市総合計画」では基本施策のなかで、都市機能の集約、まちなか居住の誘導・促進

を図り、美しい自然や農地などの緑豊かな環境の中で、生活環境や都市機能を充実させ、にぎわい

と活力に満ちた魅力ある都市を目指すとしており、この目標を実現するために、本計画を策定しま

す。 

 

 

 

重点プロジェクト（抜粋） 

１ 藤岡に住み続

けてもらう 

 住みやすさの向上と維持、市民の自主的な活動を支援することによるまちの活性化を

図るため、次の取り組みを重点的に進めます。 

（１）社会基盤の整備 

•防災体制の充実

•公共交通の利便性の向上

•幹線道路及び生活道路の整備促進

•コンパクトなまちづくりの促進

•公共施設の更新・統合・長寿命化

（２）地域包括ケアシステムの構築 

•在宅高齢者の生活支援

•医療体制の充実

（３）市民活動支援 

２ 藤岡で働いて

もらう 

各産業の生産性と収益性の向上を支援し、雇用の確保と安定した就業を図るため、次

の取り組みを重点的に進めます。 

（１）事業基盤の強化 

（２）企業誘致の推進 

（３）雇用機会の創出・拡大 

•創業の支援

•就労の支援

３ 藤岡で家族を

作ってもらう 

 結婚や出産を支援するとともに、安心して子育てができる環境を整備し、未来を担う

子どもたちを育成するため、次の取り組みを重点的に進めます。 

（１）結婚・出産支援 

（２）子育て支援 

（３）教育環境の整備 

４ 藤岡に来ても

らう 

 観光施策の推進による交流人口の増加、移住及びＵ・Ｉ・Ｊターンによる転入者の増

加を図るため、次の取り組みを重点的に進めます。 

（１）魅力の向上 

（２）魅力の発信 

（３）移住及びＵ・Ｉ・Ｊターン施策の推進

•移住施策の推進

•空き家や空き店舗の利活用

図 第 5 次藤岡市総合計画の概要 
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（３） 計画の目標年度 

本計画は、都市全体の構造を見直すため、長期的な取組が求められることから、目標年度をおお

むね 20 年後の 2037 年度とします。また、おおむね 5 年ごとに計画の見直しを行います。 

（４） 計画の対象区域 

立地適正化計画の区域は、都市全体を見渡す観点から、都市計画区域全体を立地適正化計画の区

域とすることが基本とされています。 

したがって、本計画の対象区域は、「藤岡都市計画区域」と「鬼石都市計画区域」とします。 

図 計画の対象区域 

藤岡都市計画区域 

鬼石都市計画区域 
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